
平
成
22
年
度
の
保
険
料
が
 

決
定
し
ま
し
た
 

　
平
成
22
年
度
の
正
式
な
保
険
料
額
が
決
定
し
ま
し
た
の
で
、７
月
中
旬
ご
ろ
に
保
険
料
額
決

定
通
知
書
な
ど
を
送
付
い
た
し
ま
す
。 

　
な
お
、所
得
の
低
い
人
は
、均
等
割
額
の
９
割
、8.5
割
、５
割
、２
割
軽
減
が
あ
り
ま
す
。 

　
ま
た
、新
規
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
ご
加
入
さ
れ
た
人
に
つ
き
ま
し
て
は
、こ
れ
ま
で

加
入
さ
れ
て
い
た
保
険
の
種
類
、加
入
時
期
な
ど
に
よ
っ
て
、保
険
料
の
支
払
方
法
や
時
期
が

違
い
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

　所得割の計算は、国保加入者の所得額から各々基礎控除額（330,000円）を控除し、それに所得割率を乗じ

て合計した額となります。 

　平成22年度の国民健康保険税の税率は、昨年度と同じ税率です。 

　ただし、国民健康保険税の限度額が地方税法の改正により引き上げられることとなりました。 

　国民健康保険税は、世帯主（注①）と国民健康保険に加入されている世帯員の合計所得が、下記の表に該当

する場合は均等割額と平等割額が軽減されます。 

　現在お持ちの保険証（黄色）の有効期限は、平成22年７月31日ま

でとなっております。 

　新しい保険証（オレンジ色）は７月中に簡易書留で郵送いたしま

すので、平成22年８月１日からは新しい保険証をお使いください。 

※新しい保険証（オレンジ色）に記載してある一部負担金の割合は、

平成22年度の市町村民税の課税所得をもとに判定しています。 

「後期高齢者医療被保険者証 
（保険証）」の更新のお知らせ 

　既に「限度額適用・標準負担額減額認定証」（黄色）をお持ちの人

は、平成22年７月31日で期限が切れます。平成22年８月１日から

は、新しい「限度額適用・標準負担額減額認定証」（オレンジ色）を

和水町役場税務住民課から保険証といっしょに簡易書留で郵送

します。 

　また、入院中（予定）の人でまだ「限度額適用・標準負担額減額認

定証」をお持ちでない人は、下記担当課に相談してください。 

　※平成22年度の市町村民税の課税状況をもとにして、世帯の

全員が市町村民税非課税の人が対象となります。 

「後期高齢者医療限度額適用・標準負
担額減額認定証」の更新のお知らせ 

後期高齢者医療被保険者の人へ 

問い合わせ先　　本　　庁　税務住民課　住民税係　�0968・86・5723（ダイヤルイン） 
　　　　　　　　総合支所　税務住民課　税務係　　�0968・34・3111（内線753） 

国民健康保険に加入している皆さまへ 
和水町国民健康保険税のお知らせ 

国民健康保険税の軽減について 

36.00% 17,200円 21,000円 47万円→50万円 5.95%医療費分 
（加入者全員） 

6.30% 5,200円 5,200円 12万円→13万円 2.03%後期高齢者支援金 
（加入者全員） 

9.00% 7,000円 4,400円 10万円 1.10%介護保険給付費 
（40～64歳のみ） 

資産割率 
（固定資産税×税率） 

均等割額 
(1人：年額)

平等割額 
(1世帯：年額)

課税限度額 所得割率 
(所得×税率） 

区　分 

33万円以下 ７割 

33万円＋（24万５千円×世帯主を除く被保険者数）以下 ５割 

33万円＋（35万円×被保険者数）以下 ２割 

世帯の総所得金額（注①）　　（軽減判定所得） 軽減割合 
※注①軽減の判定には、世帯主が国民
健康保険の加入者でない場合でも、軽
減判定所得に含めます。 
※注②この軽減は、所得の申告をして
ない人がおられる世帯は適用されま
せん。 
所得が無い場合でも、毎年所得申告を
していただく必要があります。 

平成22年７月 平成22年７月 8



※平成22年7月から、短期被保険者証または資格証明書発行世帯の 
　高校生以下については、有効期間6ヶ月の短期被保険者証が交付されます。 

　
み
な
さ
ん
が
納
め
た
保
険
税
は
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
の

医
療
費
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

　
た
と
え
ば
、病
気
な
ど
で
医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き
、国

保
税
を
納
め
て
い
れ
ば
、１
〜
３
割
の
負
担
で
す
み
ま
す
。医
療

費
の
残
り
は
、国
保
税
な
ど
で
支
払
わ
れ
て
い
ま
す
。 

※
必
ず
納
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
！ 

　
国
保
税
は
世
帯
主
あ
て
に
届
け
ら
れ
る
納
税
通
知
書
に
よ
っ

て
納
め
ま
す
。世
帯
主
が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
も
、国

保
税
を
納
め
る
義
務
は
世
帯
主
に
あ
り
ま
す
。 

　
突
然
の
災
害
や
そ
の
他
の
事
情
で
国
保
税
を
納
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
は
滞
納
の
ま
ま
に
せ
ず
、
窓
口
に
て
ご
相
談
下

さ
い
。
申
請
に
よ
っ
て
国
保
税
の
減
額
や
免
除
が
認
め
ら
れ
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。 

　
ま
た
、納
付
の
方
法
に
つ
い
て
も
、分
割
納
付
な
ど
が
あ
り
ま

す
。 

　
倒
産
や
解
雇
な
ど
の
事
業
主
の
都
合
で
離
職
を
し
た
人
も
、

申
請
に
よ
っ
て
国
保
税
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。 ど

う
し
て
国
保
税
を
 

納
め
な
い
と
い
け
な
い
の
？
 

国
保
税
は
、み
な
さ
ん
の
「
い
ざ
」
と
 

い
う
と
き
を
支
え
て
い
る
か
ら
で
す
！
 

国
保
税
の
納
め
方 

納
め
ら
れ
な
い
と
き
は
ご
相
談
下
さ
い
！ 

国保税を納めないと… 
納期限を過ぎると… 

さらに納めないと… 

納期限から1年を過ぎると･･･ 

納期限から1年6ヶ月を過ぎると… 

それでも納めないと… 

①督促･･･納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金などを徴収される場合もあります。 

②短期被保険者証…通常の保険証の代わりに、有効期限の短い短期被保険者証が交付されます。 

③資格証明書…保険証を返してもらい、資格証明書が交付されます。医療費は全額自己負担です。 

④給付差し止め…国保の給付が全部、または一部が差し止めになります。 

差し止められた保険給付額から滞納分が引かれたり、財産の差し押さえなどの 
処分を受ける場合もあります。 

問い合わせ先　　本　　庁　税務住民課　国保年金係　�0968・86・5723（ダイヤルイン） 
　　　　　　　　総合支所　税務住民課　住民係　　　�0968・34・3111（内線752） 

平成22年７月 平成22年７月 9




